
教室規約 

 

第１条 （入会、退会） 

たけぶちピアノ教室（以下「教室」という。）に入会を希望する生徒様は、本規約及

びその他の規約を遵守していただき、教室の方針を守ることを誓約し所定の承諾書

を提出していただきます。退会を希望する生徒様または保護者の方は退会する月の

２か月前の月の末日までに退会届を提出し、教室が確認したとき翌々月の末日で退

会とします。 

第２条 （休会） 

休会を希望する場合は、適用月の前月末日までに休会届を提出し、教室が確認したと

きは当該月末日で休会とします。休会の場合のレッスン時間の確保は２ヶ月までと

します。 

第３条 （レッスン規定等） 

レッスンの種類及び内容については「別紙 レッスンの種類と内容」に基づきます。 

第４条  （教室または講師の都合によるレッスンの中止及び振替） 

教室または講師の都合によりレッスンの中止をするときは、通常前日までに生徒様

に連絡し、代替のレッスン日を講師と相談の上、後日設定するものとします。また大

雨、暴風などの気象警報発令、若しくは地震などの災害、重大な事故、事件等及び新

型コロナウイルスなどの疫病による自治体等の機関による行動規制などが発生した

場合は、生徒様の安全を考え、教室の判断でレッスンを中止する場合があります。こ

の場合は、後日、原則として振替レッスンを行います。 

 

第５条 （生徒様の都合によるレッスンの中止及び振替について） 

ご本人が５類までの感染症に罹患された場合、また生徒様ご本人の学校行事、また冠

婚葬祭を理由とするときは、判明の時点で出来る限り早期に教室に連絡された場合

は、予め配布している予定表の振替日、また振替日を相談の上レッスンを行います。

この場合、原則として休んだ日の属する月に行い、1か月に 1回までとします。ただ

し教室のスケジュール上レッスンが不可能な場合はこの限りではありません。 

振替レッスンの振替は行いません。 

生徒様及び保護者の個人的な都合によりレッスンを中止する場合は、前日までに

LINE または電話、メールで連絡をお願いします。また個人的都合の欠席の場合は振

替レッスンは行えません。 

 

第６条  （入退室について） 

レッスンの際の入室については、先にレッスンを受けている他の生徒のレッスン時

間を尊重するために決められた開始時間の数分前から玄関で待機し、予定時間に入

室してください。 

 

第７条  （入室に関する補足） 

生徒様はレッスンに先立ち手を清潔にし、靴下の着用をお願いします。マスク着用は

個人の判断とします。 

 

第８条  （楽譜等について） 

生徒様は、楽譜及び楽器若しくはレッスンに必要なものを使用する場合は、教室が無

償で提供するものを除き、使用料を実費負担とします。 

   

第９条  （付則） 

１ 生徒及び保護者は、教室から配信されたＬＩＮＥやお便りなどの配布物の内容

を確認、把握をしてください。 

 

２ 教室が、ＳＮＳ等で生徒の写真を掲載する場合は、予め個別に掲載をすることの

許諾を得て承諾書に署名を貰います。なお、生徒の顔貌、容姿等から個人を特定でき

ないように画像を加工処理するものといたします。 

 

３ 教室に入会されたら出来る限り早く、自宅での練習のために８８鍵盤でペダル

のあるピアノ等の楽器をご用意ください。 

 

 



第１０条  （紛議の場合） 

教室と生徒及び保護者の間に紛議が生じた場合は、各当事者は誠意を以って協議す

ることとします。 

月謝規約 

 

第１条 （月謝等の支払い） 

たけぶちピアノ教室（以下、「教室」という。）の別途規定の月謝は、月初めのレッ

スン時に月謝袋にて納入してください。教室は、受領印を押印して月末のレッスン時

に月謝袋をお渡しします。月謝以外の教材費、発表会の参加費用などは、その都度お

知らせし、別途現金にて徴収いたします。 

第２条 （月謝等の不返還） 

納入した月謝等については、その理由の如何を問わず返還いたしません。 

第３条 （入会金、月謝等の改定） 

月謝等については、物価の変動、社会状況、教室の設備、指導方法などの変化に伴

い改定することがあります。改訂の場合は、少なくとも１ヶ月前に生徒様及び保護者

の方へ通知します。 

第４条 （紛議の場合） 

教室と生徒及び保護者の間に月謝等で紛議が生じた場合は、各当事者は誠意を以

って協議することとします。 

 

 

安全衛生規約 

 

第１条  （教室の責任の範囲及び免責事項） 

たけぶちピアノ教室（以下、「教室」という。）は、教室内での生徒の安全のために

適切な措置をとります。責任の範囲は民法等の法律の規定によります。 

第２条 （生徒の責任の範囲及び安全対策義務） 

生徒及び保護者は、教室への往復に関して、交通事故その他の事故、事件が起きな

いように充分に配慮し、対策を行ってください。また、生徒は教室内においても事故

などが起きないように注意する義務があるものといたします。 

第３条 （教室内の安全及びその対策、権限） 

教室は、生徒の安全のため適切な措置を取るものとします。教室が、安全に必要と

認める場合、生徒に対して指示する権限を有します。 

第４条 （駐車場の使用に関する特別事項） 

駐車場は、２台分使用可能。駐車するときは、決められた場所にお願いします。駐

車場での問題は、自己の責任で対処をお願いします。特に、生徒若しくは保護者が、

駐車場の施設、家屋若しくは他の車両に損害を与えた場合は、教室は一切の民事上の

責任は負わず、各人が民事上の責任を負い、解決することとします。 

第５条 （病気などの場合の保護者の義務） 

疾病及び傷害等によって、教室への往復及びレッスンが困難な場合、又は他の生徒

に感染する可能性がある場合は、教室に連絡の上、休講してください。 

第６条 （教室内での急病、受傷、その他重大な災害の場合の権限及び免責） 

教室は、生徒について急病、受傷、その他重大な災害等が発生した場合は、教室の

判断で、適切な措置を講じるとともに保護者等への連絡が可能であれば連絡します。

ただし、不可抗力によって措置等を講じることが出来ない場合は、その民事上の責任

を免責されるものといたします。 

第７条 （紛議の場合） 

教室と生徒及び保護者の間に本規約による紛議が生じた場合は、各当事者は誠意

を以って協議することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 レッスンの種類と内容  

 

◉定期レッスン   １レッスン３０分 （出入り込み） 

・未就学児   ７０００円  年間３６回 ７８００円 年間４０回 

・小学生    ７５００円  年間３６回 ８３００円 年間４０回 

・中学生    ７５００円  年間３６回 ８３００円 年間４０回 

・高校生以上  ８０００円  年間３６回   ８５００円 年間４０回 

◉定期レッスン   １レッスン４０分（出入り込み）  

・未就学児       ９０００円  年間３６回 

・小学生以上      ９５００円  年間３６回 

（より多くを学びたい方、取り組む曲が多い方、ゆったりレッスンされたい方） 

◉定期レッスン   １レッスン１時間 （出入り込み） 

・未就学、小学生    １４０００円 年間３６回 

・中学生 以上      １５０００円 年間３６回    

（より高い技術の向上を目指す方、コンクールやオーディションに 

チャレンジしたい方） 

  

 

 

 

 

 

その他のレッスン 

・追加レッスン     ２５００円 １回３０分 

（定期レッスンの方のみ、伴奏オーディションなどで追加が必要な場合、また 

もっとレッスンがしたい方） 

・フリーレッスン    ９０００円 月３回 （１回３０分） 

（決まったお時間をお取りし、欠席理由を問わず振替レッスンを行います。振替

分はその月に消化します） 

・単発レッスン１回   ３０００円（１回３０分） 

（次回のレッスンをその都度相談して決めます。月に１，２回のレッスンをご希

望の方、また決まった時間に通うことが難しい方） 

※レッスンコースは年度の途中でも変更が可能です。 

ご希望のコースをお申し出ください。 

※レッスン時間はすべて出入り込みの時間となっております。 

 


